
JP 2012-181992 A 2012.9.20

10

(57)【要約】
【課題】被照射面の全周囲の広範囲にわたる配光特性を
得ることが可能な照明器具を提供する。
【解決手段】照明器具１０は、器具本体１１、透光性の
カバー部材１２、発光部１３を具備し、透光性のカバー
部材１２は、器具本体に設けられ、球面状の光透過部１
２ａを有する。発光部１３は、固体発光素子１３ａを有
する発光面Ｆを有し、カバー部材内に配設されて発光面
が光透過部の接線ｅ－ｅと略平行になるとともに、前記
接線がカバー部材の全周囲方向に複数位置するように配
設される。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
器具本体と；
器具本体に設けられ、球面状の光透過部を有する透光性のカバー部材と；
固体発光素子を有する発光面を有し、カバー部材内に配設されて発光面が光透過部の接線
と略平行になるとともに、前記接線がカバー部材の全周囲方向に複数位置するように配設
された発光部と；
を具備していることを特徴とする照明器具。
【請求項２】
前記カバー部材は、全周囲に球面状の光透過部を有し、発光部は、光透過部に対向して全
周囲方向に略均等に配置されたことを特徴とする請求項１に記載の照明器具。
【請求項３】
前記発光部は、固体発光素子を配設した熱伝導性の複数の支持基板を有し、各支持基板が
光透過部に対向し、かつ隣接して隙間なく配置されたことを特徴とする請求項１または２
に記載の照明器具。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、発光ダイオード等の固体発光素子を用いた照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、固体発光素子、例えば発光ダイオード（以下「ＬＥＤ」と称する）は、その発光
効率の向上により、一般照明用の光源として採用され各種の照明器具が開発されている。
特に近年では、街路灯や防犯灯など、屋外で使用される照明器具が商品化されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２７７８２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、この種、公園等に設置される街路灯は、街路灯を中心にした全周囲の広
範囲にわたって均等な明るい照明を行う必要があり、この広範囲にわたる配光特性を如何
に効率的に得るかが重要な課題になっている。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、被照射面の全周囲の広範囲にわたる配光
特性を得ることが可能な照明器具を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の照明器具は、器具本体、透光性のカバー部材、発光部を具備し、透光性のカ
バー部材は、器具本体に設けられ、球面状の光透過部を有する。発光部は、固体発光素子
を有する発光面を有し、カバー部材内に配設されて発光面が光透過部の接線と略平行にな
るとともに、前記接線がカバー部材の全周囲方向に複数位置するように配設される。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、被照射面の全周囲の広範囲にわたる配光特性を得ることが可能な照明
器具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
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【図１】実施形態に係る照明器具を示す正面図。
【図２】同じく照明器具の縦断面図（光源ユニットは断面していない）。
【図３】同じく照明器具を図４ａ－ａ線に沿って断面した縦断面図。
【図４】同じく照明器具を、天蓋を外して示す上面図。
【図５】同じく照明器具の発光部を示し、（ａ）は（ｂ）図におけるａ－ａ線に沿う断面
図、（ｂ）は正面図。
【図６】同じく照明器具の光軸と発光部およびカバー部材の関係を示す図（図中の発光部
Ｈは、矢印ｄ方向から見た正面図で示した）。
【図７】同じく照明器具の発光部と光透過部の接線の関係を示す図４に相当する上面図。
【図８】同じく照明器具を公園に設置した状態を示し、（ａ）は正面側から見た図、（ｂ
）は街路灯を中心とした全周囲方向への配光状態を概略的に縮小して示した配光図。
【図９】同じく照明器具の第１の変形例を示す図３に相当する断面図。
【図１０】同じく照明器具の変形例を示し、（ａ）は第２の変形例を示す上面図、（ｂ）
は第２の変形例を示す側面図、（ｃ）は第３の変形例を示す上面図、（ｄ）は第３の変形
例を示す側面図、（ｅ）は第４の変形例を示す上面図、（ｆ）は第４の変形例を示す側面
図、（ｇ）は第５の変形例を示す上面図、（ｈ）は第５の変形例を示す側面図。
【図１１】同じく第６の変形例を示す照明器具の光軸と発光部およびカバー部材の関係を
示す図６に相当する図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、照明器具の実施形態につき、図に従い説明する。本実施形態の照明器具は公園等
に設置される街路灯を構成するもので、街路灯１０は、図１～図５に示すように、器具本
体１１、器具本体に設けられ、球面状の光透過部１２ａを有する透光性のカバー部材１２
、固体発光素子１３ａを有する発光面Ｆを有し、カバー部材内に配設されて発光面Ｆが光
透過部１２ａの接線ｅ－ｅと略平行になるとともに、前記接線ｅ－ｅがカバー部材１２の
全周囲方向に複数位置するように配設された発光部１３で構成する。
【００１０】
　器具本体１１は、図２に示すように、熱伝導性の良好なアルミダイカスト製で、一端部
側に開口部１１ａを有し、他端部側に支持孔１１ｂを一体に形成し、内部に円筒状の空洞
部１１ｃを備え、器具本体をポールＰへ支持するためのホルダとしての機能をなすように
構成される。一端部側の開口部１１ａには、その外周部にリング状の支持段部１１ａ１が
形成され、中央部に取付板１１ｄがネジｎ１によって固定される（図３）。
【００１１】
　取付板１１ｄは、熱伝導性を有する金属、本実施形態では、円板状のアルミニウムから
なり、中央部分に円形の電線挿通孔１１ｄ１が貫通して形成され、電線挿通孔１１ｄ１の
周囲に、後述する発光部１３を支持するための平坦なリング状の光源支持部１１ｄ２が形
成されている。取付板１１ｄは、この光源支持部１１ｄ２の裏面側に一対のボス部が形成
され、この一対のボス部からネジｎ１が挿通されて器具本体１１の開口部１１ａ内面に対
し２箇所が固定される。
【００１２】
　この際、円板状のパッキング部材Ｓ１が取付板１１ｄと器具本体１１との間に介在され
、防水・防塵のため気密になるように構成される。さらに、器具本体１１の支持段部１１
ａ１には、後述するカバー部材１２が嵌めこまれ、空洞部１１ｃには点灯装置３０が収納
され、他端部側の支持孔１１ｂには、街路灯１０が設置されるポールＰの先端部が挿入さ
れ、ボルトｂ１によって着脱が可能になるように支持される。
【００１３】
　カバー部材１２は、街路灯１０のグローブを構成するもので、透明または乳白色等の半
透明の透光性を有する部材、例えば、ガラス、アクリルやポリカーボネート等の合成樹脂
、本実施形態では、透明なアクリル樹脂によって、内部を空洞とした球面状をなす光透過
部１２ａを有して構成される。本実施形態では、光透過部１２ａが全周囲に球面状を有す
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る形状、すなわち、球体を水平方向で２分割し、分割された下方の略半球状をなす形状に
構成されている。
【００１４】
　カバー部材１２は、上部が広く開放された円形の開口部１２ｂを有し、底部の頂点部分
に比較的小さな開口部１２ｃが形成され、広い開口部１２ｂと小さな開口部１２ｃとの間
が、略半球状をなす光透過部１２ａとなるように構成されている。また、広い開口部１２
ｂには、その開口端を一体に延長して円筒状をなす支持リング１２ｂ１を形成する。小さ
な開口部１２ｃにはリング状の取付部１２ｃ１が一体に形成されている。そして、器具本
体１１のリング状の支持段部１１ａ１に対して、カバー部材１２の取付部１２ｃ１が載置
され、数箇所がボルト、ナット等の固定手段によって着脱が可能になるように支持される
。
【００１５】
　また、カバー部材１２の上部の広い開口部１２ｂには、天蓋２０が被されて閉塞される
。天蓋２０は、アルミニウムやステンレス等の金属、本実施形態では、アルミニウムで皿
状をなす形状に一体に形成され、皿をカバー部材１２の広い開口部１２ｂの支持リング１
２ｂ１に被せ、天蓋２０の外周面からカバー部材１２の支持リング１２ｂ１の外周面に対
し、ネジｎ２をねじ込むことによって着脱が可能になるように支持される。
【００１６】
　なお、支持リング１２ｂ１の外周面と、天蓋２０の内周面との間に、シリコーンゴム等
からなるパッキングＳ２が嵌めこまれ、防水性・防塵性を保持するように構成される。な
お、天蓋２０は、ネジｎ２を取り外すことによって、発光部１３や点灯装置３０等の点検
、修理等を行うことができる。
【００１７】
　発光部１３は、図５に示すように、固体発光素子１３ａを有し、この固体発光素子を実
装した平面状の発光面Ｆを有する発光モジュール１３ｂで構成される。固体発光素子１３
ａは、多数のＬＥＤチップ１３ａからなり、各ＬＥＤチップは、同一性能を有するＬＥＤ
チップ、本実施形態では街路灯として必要な高輝度、高出力の青色ＬＥＤチップで構成す
る。そして多数のＬＥＤチップ１３ａが平板からなる配線基板１３ｃに対して実装され、
さらに黄色蛍光体１３ｄが設けられることにより白色の光を放射する略正方形をなすＣＯ
Ｂ形の発光モジュール１３ｂとして構成される。
【００１８】
　なお、発光モジュール１３ｂは、ＳＭＤ形の平面状の発光面を有する発光モジュールで
あってもよい。また、配線基板１３ｃは、平面が長方形で薄形形状をなし、熱伝導性が良
好な金属やセラミックス等からなる部材、本実施形態では、セラミックスからなる薄い平
板で構成した。なお、配線基板１３ｃは、ガラスエポキシ材などの非金属性の部材で構成
したものであってもよい。
【００１９】
　上記に構成された平面状の発光面Ｆを有する発光モジュール１３ｂは、配線基板１３ｃ
が、熱伝導性の良好な金属やセラミックス等からなる部材、本実施形態では、アルミニウ
ムからなる基板１４上に重ねられ、ネジ等の固定手段によって固定される。さらに、基板
１４に支持された発光モジュール１３ｂは、支持基板１５に支持される。支持基板１５は
、光の反射性および熱伝導性を有する鋼板、ステンレス、アルミニウム等の金属、本実施
形態では、反射性および熱伝導性の良好なアルミニウム板で構成した。
【００２０】
　支持基板１５は、図３に示すように、平面が台形の平板状をなす薄形形状に形成され、
一端部（図３において下端）の短辺側に、所定の角度で傾斜して折り曲げられた取付片１
５ａが一体に形成され、他端部（図３において上端）の短辺側の表面側に位置して、発光
部１３、すなわち、平面状の発光面Ｆを有する発光モジュール１３ｂが基板１４を介して
ネジ等の固定手段によって固定される（図２）。この際、発光モジュール１３ｂの基板１
４と支持基板１５の表面との間に電気絶縁性および熱伝導性を有するシリコーン樹脂やエ
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ポキシ樹脂等からなる絶縁シート若しくは接着剤等を介在させて、発光モジュール１３ｂ
と支持基板１５、すなわち、器具本体１１側との電気絶縁を図る。また、ネジをねじ込む
ことによって、基板１４の裏面側が支持基板１５の表面に対し密着して固定される。
【００２１】
　そして、上記のように、平面状の発光面Ｆを有する発光モジュール１３ｂを取り付けた
台形をなす支持基板１５は、複数枚、本実施形態では１０枚が用意されて街路灯用の光源
ユニットＡが構成される。この１０枚の発光部１３を構成する支持基板１５は、発光部１
３から放射された光が、被照射面の全周囲の広範囲にわたる配光特性を得ることができ、
かつ、カバー部材１２を透過する際の光の取り出し効率を高めるために、次のようにして
カバー部材１２内に配設され器具本体１１に支持される。
【００２２】
　すなわち、図４に示すように、１０枚の支持基板１５は、カバー部材１２の球の中心ｏ
を中心とする円の仮想線上に位置し、かつ、台形をなす支持基板１５の傾斜する両方の側
辺１５ｂがそれぞれ隙間なく隣接するように位置させて配置する。詳細には、径の小さな
円の仮想線ｃ－ｃ上に対して、支持基板１５の一端部の短辺側、すなわち取付片１５ａが
位置し、径の大きな仮想線ｃ´－ｃ´上に対して、支持基板１５の他端部の短辺側、すな
わち発光モジュール１３ｂ側が位置するように配置する。
【００２３】
　そして、上記に配置された状態で、支持基板１５の傾斜する取付片１５ａが、器具本体
１１側の取付板１１ｄの平坦な光源支持部１１ｄ３に対しネジ若しくはスポット溶接等の
手段によって固定される。また、支持基板１５の発光モジュール１３ｂを固定した短辺側
は、同様に一体に傾斜して形成された取付片１５ａ´によって、リング状をなす取付板１
１ｄ´に対しネジ若しくはスポット溶接等の手段によって固定される（図３）。
【００２４】
　これにより、１０枚の支持基板１５は、取付片１５ａによって所定の角度、それぞれが
傾斜し円の仮想線に沿って、リング状をなすように固定される。すなわち、図３に示すよ
うに、発光部１３、すなわち、支持基板１５の発光モジュール１３ｂを固定した短辺側が
外側、すなわち、カバー部材１２における光透過部１２ａの球面の内面側に近づくように
傾斜して固定される。これにより、発光部１３が取り付けられた１０枚の支持基板１５が
、器具の軸ｖ－ｖ線に対し対称に配置された街路灯用の光源ユニットＡが構成される。
【００２５】
　そして、図６に示すように、この光源ユニットＡにおける発光部の発光面Ｆを通る線ｆ
－ｆと光源支持部１１ｄ２の水平線ｈ－ｈとのなす傾斜角度α１は、本実施形態では、約
０°～８０°の範囲で、約６３°の角度になるように構成した。これにより、鉛直線ｙ－
ｙに対し、ＬＥＤ１３ａを有する平面状の発光面Ｆの光軸ｘ－ｘが約０°～８０°の角度
、本実施形態では約６３°の角度で下向きに傾斜してカバー部材１２内に配設される（図
６中の角度α２は２７°）。なお、角度α１が０°未満では、遠方に光を飛ばすことが困
難となり、また角度α１が８０°を越えると、ポール直下近辺の光が不足して暗くなり易
い。これら特性を考慮すると、角度α１は、６２°～６５°の範囲が好ましい。しかし、
本実施形態は、防犯灯や歩道灯などの多用途での使用も可能であり、その角度は限定され
るものではない。
【００２６】
 この角度で平面状の発光面Ｆを有する発光部１３を、下向きに傾斜して配設することに
より、発光部１３から放射された光軸ｘ－ｘに沿った光ａを斜め下方に放射させることが
でき、光軸に沿った明るい光を、より遠方まで飛ばすことが可能になり、被照射面すなわ
ち、設置された街路灯１０を中心にした全周囲の広範囲にわたる配光特性を得ることが可
能になる。
【００２７】
　同時に、図６に示すように、発光部１３は、平面状の発光面Ｆがなす面上を通る線ｆ－
ｆと、カバー部材１２の球の接線ｅ－ｅが略平行に位置するように配設され、さらに、図
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７に示すように、この発光面Ｆの線ｆ－ｆと略平行なカバー部材１２の接線ｅ－ｅは、カ
バー部材１２の全周囲に複数、本実施形態では１０本の接線ｅ－ｅが位置するように配設
される。換言すれば、発光部１３が、カバー部材１２の全周囲に１０枚が位置して配置さ
れる。
【００２８】
　これにより、設置された街路灯１０を中心にした全周囲の広範囲にわたる配光特性を得
ることが可能になる。また、同時に、１０枚の支持基板１５は、球の中心ｏから放射状に
、角度α３、本実施形態では、３６°の角度間隔で、円周上に略均等に等間隔に配置され
る。すなわち、カバー部材１２の全周囲の球面状の光透過部１２ａに対向して、平面状の
発光面Ｆを有する発光部１３が、全周囲に略均等に配置され、かつ、各支持基板１５の表
面と光透過部１２ａの球面の内面との間の間隔寸法ｌ１（図６）が、全周囲にわたって略
等間隔になるように位置して対向して配置される。これにより、全周囲の広範囲にわたっ
て略均等の明るさをもった照明を行うことが可能になる。
【００２９】
　同時に、発光部１３の各ＬＥＤチップ１３ａを全周囲にわたって角度３６°の間隔で配
置したので、配置間隔を狭めることができ、１つのＬＥＤチップ１３ａで３６°（平面状
をなす発光面Ｆの片側でα３／２＝１８°）の角度ずつ照らすことができ、カバー部材１
２の内面へ照射される光の明暗を低減させることが可能になる。
【００３０】
　因みに、ＬＥＤチップの配置間隔が広くなるとグローブへ照射される光の明暗がはっき
りして見え、ＬＥＤチップがどこにあるかわかりやすかった。これに対し、本実施形態に
よれば、ＬＥＤチップの配置間隔を狭めることができ、光の明暗が低減され、さらに、Ｌ
ＥＤチップがどこにあるかがわかり難くなり、直視した際の眩しさを低減することも可能
になる。
【００３１】
　また、ＬＥＤチップ１３ａと支持基板１５が、器具の軸線ｖ－ｖに対し対称になるよう
に配置され、隣接する支持基板１５の両側辺１５ｂが隙間のない状態で配置される。これ
により、隣接する支持基板１５間に隙間ができないことから、カバー部材１２の内面で照
り返される光が生じても、隙間を通して器具内部に入り込むことがなく、反射機能を有す
るアルミニウムからなる支持基板１５の表面で反射されカバー部材１２から外方に向けて
放射させることができ、光ロスを低減して器具効率を向上させることが可能になる。なお
、隣接する支持基板１５の両側辺１５ｂ間の隙間は、完全にない状態で構成されることが
好ましいが、製造誤差等で、若干、例えば、５ｍｍ以内の隙間が形成されるものであって
もよく、要は、光が隙間を通して器具内部に入り込む量が少なくなり、実質的に器具効率
が向上できるものであればよい。
【００３２】
　また、図６に示すように、発光部１３の光軸ｘ－ｘは、光透過部１２ａの球面と接線ｅ
－ｅとが交わる接点ｐと、球の中心ｏを結ぶ線ｚ－ｚから若干の寸法ｔ１だけ上方にずれ
た位置で光透過部１２ａを透過する。この際、寸法ｔ１は極小の寸法で略無視することが
可能あり、発光部１３から放射された光ａは、球面状をなす光透過部１２ａを略直交して
透過する。
【００３３】
　これにより、ＬＥＤチップ１３ａから光軸ｘ－ｘに沿って放射される光ａが、カバー部
材１２の光透過部１２ａに対して略直角に入射し、入射した光が殆んど反射することなく
、カバー部材１２、すなわち、透明なグローブを効率よく透過する。これにより、カバー
部材１２への光の入射角によるグローブ透過率が向上し、発光部１３から放射された光ａ
が、カバー部材１２を透過する際の光の取り出し効率を高めることが可能になり、設置さ
れた街路灯１０を中心にした全周囲の広範囲にわたる配光特性（図８（ｂ））を効率的に
得ることができ、全周囲の広範囲にわたる明るい照明を、光ロスを少なくして効率的に行
うことが可能になる。また、器具効率を一層向上させることも可能になる。
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【００３４】
　上述したこれらの作用が相まって、発光部１３から放射された光ａを効率よく取り出す
ことができ、街路灯１０が設置されるポールＰを中心にした全周囲の広範囲にわたって、
均等な明るい照明を行うことが可能な配光特性を、効率的に得ることが可能な街路灯１０
が構成される。
【００３５】
　なお、各支持基板１５の表面側に取り付けられた発光モジュール１３ｂは、各支持基板
１５が器具の軸線ｖ－ｖに対称に配置されることにより、その軸部分に、各支持基板１５
の裏側で形成される空間部Ｓ（図３）内で、リード線によってそれぞれが直列に接続され
、リード線が取付板１１ｄの電線挿通孔１１ｄ１を介して、器具本体の空洞部１１ｃ内に
設けられた点灯装置３０に接続され、各発光モジュール１３ｂに電源が供給される。本実
施形態において、街路灯１０の外形寸法は、次のように構成した（図２）。直径寸法Φ１
は約４００ｍｍ、高さ寸法Ｈ１は約４０５ｍｍである。
【００３６】
　以上、本実施形態において、発光モジュール１３ｂを取り付けた支持基板１５は、平面
が台形の薄形形状をなすことが、全周囲に向けて斜め下方に光を放射させるためには好ま
しい形状であるが、平面形状としては、三角形、四角形や長方形等の矩形状、さらに六角
形、八角形などの多角形状、さらには円形や楕円形状等をなすものであってもよく、目的
とする配光特性を得るための全ての形状が許容される。
【００３７】
　発光部１３の固体発光素子１３ａは、例えば、青色を発光する窒化ガリウム（ＧａＮ）
系半導体からなるＬＥＤチップで構成されることが好適であるが、半導体レーザ、有機Ｅ
Ｌなどを発光源とした固体発光素子が許容される。また、白色で発光するようにしたが、
照明器具の用途に応じ、赤色、青色、緑色等でも、さらには各種の色を組み合わせて構成
してもよい。さらに、調光や調色機能をもたせてもよい。
【００３８】
　さらに、１個の発光モジュール１３ｂを支持基板１５に取り付けて構成したが、支持基
板１５の長手方向に沿って２個など、複数個を取り付けるようにしてもよいし、２列等に
並べて取り付けるようにしてもよい。支持基板１５は反射性を有するアルミニウム板で構
成したが、さらに反射性能を高めるために、鏡面加工を施してもよく、さらに鏡面加工を
施したガラスや合成樹脂で構成したものであってもよい。
【００３９】
　次に、上記のように構成した街路灯１０を、図８に示すように公園に設置されたポール
Ｐに取り付けて使用した場合の作用につき説明する。先ず、図８（ａ）に示すように、ホ
ルダをなす器具本体１１の支持孔１１ｂに対し、ポールＰの先端部を挿入してボルトｂ１
によって固定する。設置高さは、約３～１０ｍの高さに取付ける。
【００４０】
　これにより、平面状の発光面Ｆを有する発光部１３の光軸ｘ－ｘが鉛直線ｙ－ｙとのな
す角度α１が約６３°の角度で斜め下方に向くように配設される。
【００４１】
　上記に設置された状態で街路灯１０を点灯すると、各発光部１３のＬＥＤチップ１３ａ
から放射される光ａは、透明なカバー部材１２の全周囲にわたり略直交して透過し、入射
光が効率よくカバー部材１２を透過することで、ＬＥＤチップ１３ａの光軸ｘ－ｘ方向に
沿って、すなわち、被照射面である公園の全周囲の広範囲にわたり、光ロスを少なくして
効率的に均等に明るく照らすように照明することができる。
【００４２】
　この際、上述したように、この発光面Ｆの線ｆ－ｆと平行なカバー部材１２の接線ｅ－
ｅは、カバー部材１２の全周囲に複数、本実施形態では１０本の接線ｅ－ｅが位置するよ
うに配設され、発光部１３が、カバー部材１２の全周囲に１０枚が位置して配置され、設
置された街路灯１０を中心にした全周囲の広範囲にわたる配光特性を得ることが可能にな
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る。
【００４３】
　同時に、１０枚の支持基板１５は、３６°の角度間隔で、円周上に略均等に等間隔に配
置されているので、全周囲の広範囲にわたって略均等の明るさをもった照明を行うことが
可能になる。また、カバー部材１２の内面へ照射される光の明暗を低減させることができ
、ＬＥＤチップ１３ａがどこにあるかがわかり難くなり、街路灯１０を見上げた際の眩し
さを低減させることができる。
【００４４】
　さらに、隣接する支持基板１５間に隙間ができないことから、カバー部材１２の内面で
照り返される光が生じても、支持基板１５の表面で反射されてカバー部材１２から外方に
向けて放射させることができ一層明るく照明することができる。これら作用が相まって、
図８（ｂ）に概略的に縮小して示す配光図のように、発光部１３から放射された光を効率
よく取り出して照明率を向上させ、設置されたポールＰを中心とした公園の全周囲の広範
囲にわたって均等な明るい照明を、ポールＰの直下を含めて行うことができ、街路灯とし
て必要な照明を確実に行うことが可能になる。
【００４５】
　また、発光モジュール１３ｂは、熱伝導性の良好なアルミニウム製の支持基板１５に取
り付けられ、支持基板１５は同じくアルミニウムで構成された取付板１１ｄに支持されて
いるので、発光部１３のＬＥＤチップ１３ａで発生した熱は、熱伝導性の良好なセラミッ
クスからなる配線基板１３ｃからアルミニウム製の基板１４、さらにアルミニウム製の支
持基板１５、取付板１１ｄに伝達され、カバー部材１２の空間部Ｓ内に放熱される。空間
部Ｓ内に放熱された熱は、アルミニウム製の天蓋２０さらにはカバー部材１２から外部に
放熱され、ＬＥＤ点灯時における温度上昇を抑制し、発光効率の低下を抑制することがで
きるとともに、ＬＥＤの長寿命化を図ることが可能となる。さらに、発光モジュール１３
ｂを取り付けた基板１４は、支持基板１５に対して、また支持基板１５は取付板１１ｄに
対して、それぞれがネジによって確実に密着されて固定されており、ＬＥＤから発生する
熱を効果的にアルミニウムからなる支持基板１５および取付板１１ｄに伝達して放熱させ
ることができる。
【００４６】
　さらに、発光部１３が平面状の発光面Ｆを有する発光モジュール１３ｂとして構成され
ているので、必要な個数の発光モジュールを適宜選択して支持基板１５に取り付けること
により、街路灯を設置する場所に合わせた配光特性を有する照明を行うことも可能となる
。例えば、片側の照明が不要な場所の場合には、全周囲に配設された発光モジュールの内
、片側半分を省略、若しくは不点灯状態となし、不要な方向に向かう光を阻止して近隣住
宅や畑の農産物に悪影響を与える恐れをなくすこともでき、各種の設置場所に適応可能な
汎用性に優れた街路灯を提供することもできる。また、個数だけでなく、上述した各種形
状の支持基板１５を組み合わせて各種機能に合わせた照明器具を構成するようにしてもよ
い。また、異なる構成・形状の支持基板１５を組み合わせて、各種機能を有する光源ユニ
ットＡを構成するようにしてもよい。
【００４７】
　また、発光部１３は、０°～８０°の角度、本実施形態では約６３°の角度で斜め下方
に向くように配設したが、０°未満、若しくは８０°以上の角度になるように構成しても
よく、例えば、０°未満の角度にしてポール直下を集中的に明るくするような防犯灯など
を構成してもよいし、８０°以上の角度にして投光器的な機能をもたせるようにしてもよ
い。さらに、点灯装置３０内に調光制御装置を設け、複数の発光部を適宜選択して点灯若
しくは消灯させ、道路周辺の建物や環境等、設置場所の状況に合わせた照明を行うことも
可能となる。また、調色制御装置を設け、設置場所の状況に合わせた照明色の照明を行う
ことも可能となる。
【００４８】
　また、光源として固体発光素子であるＬＥＤを用いているため器具の寿命が長くなり、
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ランプ交換などの維持費をかけることなく長期にわたり使用することができる。同時に広
範囲の配光をもった照明を行うことができ、街路灯の設置間隔を広くすることも可能とな
り、経済的かつ広範囲の照明を行うことができる。また、光源としてＬＥＤを使用したの
で、従来の蛍光ランプやＨＩＤランプにおける点灯装置の重い安定器等が不要で、器具全
体の小形化、軽量化を図ることができ、街路灯をポール等の高所に設置する際の施工性が
容易となり、確実に設置することが可能となる。
【００４９】
　なお、本実施形態において、ＬＥＤチップ１３ａから発生する熱を、支持基板１５から
取付板１１ｄに伝達させ、カバー部材１２の空間部Ｓ内に放熱するように構成したが、図
９に示すように、取付板１１ｄと器具本体１１との間に設けられるパッキング部材Ｓ１を
省略し、各支持基板１５の裏側で形成される空間部Ｓと、内部が空洞となっているポール
Ｐとを連通させるように構成してもよい。この場合、発光モジュール１３ｂは、透明なレ
ンズ体等で気密に封止し、防水・防塵性を有するように構成するとよい。なお、点灯装置
３０は、外気の流れをスムーズにするため、ポールＰ内に設けるとよい。若しくは、空間
部Ｓ内に設けるようにしてもよい。
【００５０】
　この構成によれば、図９中、実線矢印で示すように、ポールＰのパイプ内部から器具本
体１１内に外気（地中付近の冷気を含む）が導入され、さらに空間部Ｓ内に入り、支持基
板１５が支持される取付板１１ｄの近辺で対流が生じることによって、アルミニウム製の
支持基板１５を冷却することができ、より効果的にＬＥＤチップ１３ａの温度上昇を抑制
することが可能になる。さらに、取付板１１ｄと器具本体１１の開口部１１ａに設けられ
るパッキング部材Ｓ１を省略することにより、取付板１１ｄからアルミダイカスト製の器
具本体１１に熱を直接伝達させることもでき、金属製のポールに熱を伝達させて外気に放
出させることも可能になり、一層効果的にＬＥＤチップ１３ａの温度上昇を抑制すること
も可能となる。
【００５１】
　また、本実施形態において、照明器具は、図１０（ａ）（ｂ）に示すように、ポールＰ
に対して、器具の軸線ｖ－ｖが水平方向に向くように設置してもよい。また、図１０（ｃ
）（ｄ）に示すように、半球状のカバー部材１２を、さらに縦に１／２の球体に形成し、
ポールＰに対して、器具の軸線ｖ－ｖが水平方向に向くように設置してもよい。また、図
１０（ｅ）（ｆ）に示すように、半球状のカバー部材１２を、さらに縦に１／４の球体に
形成し、ポールＰに対して、器具の軸線ｖ－ｖが水平方向に向くように設置してもよい。
さらに、図１０（ｇ）（ｈ）に示すように、球状のカバー部材１２を、ポールＰの先端部
に設置してしてもよい。この場合、発光部１３を取り付けた光源ユニットＡを上下対称に
なるように設け、球体の全周面から光が放射されるように構成するとよい。また、カバー
部材１２は、光透過部１２ａの全てが球面状をなしている必要はなく、図１１に示すよう
に、少なくとも発光部１３の光軸ｘ－ｘを中心として光が通過する範囲の角度α４の面が
球面状をなしているものであってもよい。
【００５２】
　さらに、本実施形態において、器具本体１１の空洞部１１ｃ内に収納した点灯装置３０
は、例えば、ポールＰの下部に専用の制御ボックス等を設け、器具本体とは別置きに設置
してもよい。また、上記実施形態において照明器具は、屋外用の街路灯として構成したが
防犯灯などの道路灯を構成しても、さらには、体育館、工場、倉庫等、広い空間の照明を
行う室内用の照明器具を構成してもよい。室内用の照明器具として構成する場合には、防
水・防塵のためのパッキングは省略してもよい。さらに、照明器具としては、住宅や店舗
等における天井直付形、吊下形、さらには壁面取付形等が許容され、さらには、オフィス
等、施設・業務用の大型の照明器具などを構成してもよい。
【００５３】
　なお、本実施形態の変形例を示す図９～図１１において、図１～図８と同一部分に同一
の符号を付し、詳細な説明は省略した。以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、本
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発明は上述の実施形態に限定されることなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において
、種々の設計変更を行うことができる。
【符号の説明】
【００５４】
　１０　照明器具
　１１　器具本体
　１２　カバー部材
　１２ａ　光透過部
　１３　発光部
　Ｆ　　発光面
　１３ａ　固体発光素子
　１５　支持基板
　ｘ－ｘ　光軸
　ｙ－ｙ　鉛直線
　ｅ－ｅ　接線
　                                                                              
    

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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